
＜趣 旨＞ 
 国民年金の「第３号被保険者記録不整合問題」に対処するため、不整合期間について、老齢基礎年金
の受給資格期間に算入することができる期間とするほか、本人の希望により当該不整合期間に係る保
険料を納付することを可能とすることに加え、現に年金を受給している人への配慮措置を講じる。 

  
  ※ 不整合期間とは、第３号被保険者として記録されていた期間のうち、その後、第１号被保険者期間に

記録が訂正された期間であって、訂正時に保険料の徴収時効が成立しているものをいう。 

国民年金法の一部を改正する法律案（主婦年金追納法案）の骨子 

 

１．不整合期間の受給資格期間への算入 
 

 

 

 

 

 

２．不整合期間に係る保険料の特例追納（３年間の時限措置） 

３．不整合期間に基づく老齢基礎年金を受給している人への配慮措置 

４．障害年金又は遺族年金を受給している人の受給権の維持 

５．記録の不整合の再発防止策 

○ これまでに記録訂正された人も、これから記録訂正される人も、不整合期間を年金の受給資格期間（25年）
に算入することにより、無年金となってしまうことを避けることができる。 

○ これまでに記録訂正された人も、これから記録訂正される人も、過去１０年間にある不整合期間（60歳以上
の人は、50歳から60歳であった期間）について、保険料の追納ができるようになる。 

○ 現に老齢年金を受給している人については、特例追納の納付期限日以降、 
  ・ これから支給する分の年金額を追納状況に応じた年金額まで減額する。 
  ・ ただし、減額は、現に受給していた年金額の１０％を上限とする。 
○ ただし、いわゆる「運用３号」通知により裁定を受け、現に老齢年金を受給している人については、施行日
以降の年金額を、訂正後の記録に基づく年金額まで減額する。 

○ 現に障害年金又は遺族年金を受給している人の年金について、受給権を維持するための措置を講ずる。 

○ 第３号被保険者でなくなった旨の情報を、事業主経由で、日本年金機構が入手できるようにする。 
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